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社会科ニューメディア学習のためのカリキュラム開発
―― 英国トピックブック Media Matters 

（ニューメディア学習）を手がかりに ――

吉田　正生＊

A Curriculum Plan for New Media Studies of Social Studies

Masao YOSHIDA

要旨 The purpose of this research is to develop a curriculum plan for New Media Studies of Social Studies. At 

the bottom of this study, there is the following idea : we need to let pupils consider who should and could do 

something to resolve social issues by using new media, aiming at making the bond closer between people and at 

making political actions wiser, in order to get our community more comfortable and politically more democratic. 

New media studies for social studies should not to become what only aims at teaching new aspects and 

convenience which new media bring to society. This basic idea was born through reading critically Media Matters, 

the topic book of media studies for citizenship in UK. 

 New media studies for social studies is to contribute to getting pupils consider who and how to improve 

community, along with teaching the possibilities and impacts of new media.

キーワード：�New Media Studies for Social Studies, Social Participation, Citizenship Education in UK, Political 

Actor ---Public Actor--- Business Actor --- My Family and Me

はじめに

教育研究にはあるべき教育実践 1）を提示するこ
とを目的とする規範的研究と現実に行われている
或いは行われた教育実践を記述したり説明したり
することを目的とする実証的研究とがある．
本論は規範的研究に属すものであり，その目的
は社会科ニューメディア学習のためのカリキュラ
ム編成枠を構築することである．そのために，英
国シチズンシップ教育のトピックブック 2）Media 
Matters にみられるニューメディア学習，そして
わが国初期社会科の伝統，この二つを検討する．
これによって現代にふさわしい社会科ニューメ
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ディア学習の内容編成のための枠を構成し示した
い．
新聞・テレビなど旧来からあるメディアを対象

に，どのような社会科授業を構成すべきかについ
ては，これまで様々に論じられて来た 3）．しかし，
インターネットなどニューメディアをどう取り上
げるかについては，まだ十分な研究も授業開発も
なされていない．インターネット，SNS，こうし
たものが社会に及ぼしている影響を考えたとき，
放置しておいてよいことではない．
たしかに小・中学校の社会科教科書は，インター

ネットなどニューメディアをとりあげ，その学習
内容を示している．たとえば，中学校公民分野の
教科書はどの社も見開き 2ページ 1時間扱いで，
主として次の四つをとりあげている 4）．
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・社会の情報化とは何かについて
・情報化が進み，便利になったことについて
・その一方で情報社会以前にはなかったトラブル
が出現し増えていることについて

・したがって情報社会を生き抜くためのモラルと
リテラシーが必要であることについて
しかし，社会科の成り立ちや伝統に思いを致す
時，社会科ニューメディア学習としてこの四つで
十分なのかいう思いを抱かざるを得ない．初期社
会科の珠玉の実践として伝えられている谷川瑞子
の「『福岡駅』の実践 5）」や江口武正の『村の五年
生 6）』などの実践記録を読むと，社会科という教
科の骨格には人と人とのつながりをより良いもの
に変えていこうとする「人間関係改善志向」の契
機や民主主義的人間類型を生み出し政治の民主化
を図ろうとする「政治改良志向」の契機があるこ
とに気づく．またやはり，初期社会科の優れた実
践とされる吉田定俊の「水害と政治 7）」には，自
然災害などによりコミュニティが大きな被害を受
けたとき，みんなで力を合わせてそれをどう乗り
越えていくべきか，地方自治体や政府はどうすべ
きかなどを考え，公－共－私の取り組みにより住
みよい地域社会を作っていこうとする「コミュニ
ティ改善志向」の契機，そしてそれに必要な「政
治改良志向」や「（住民の）運動・活動創出志向」
といった契機があるように思われる．
現在の中学校社会科教科書が取り上げている上
述の四つの学習内容は，これを満たしていない．
だが，社会科を民主社会の担い手育成のための教
科として位置づけるなら，社会科ニューメディア
学習にも初期社会科実践が持っていた上述の契機
を取り込むべきである．
ニューメディアが社会に与えているインパクト
自体が，それを要求している．たとえば，パソコ
ン通信やインターネットの発展は民主主義が真に
行われる可能性を増すものだと言われたことがあ
る8）．これはニューメディアの活用により政治を
改良できるという主張であり，「政治改良志向」
と社会科ニューメディア学習とを結びつける可能

性があるということである．“ニューメディアは
民主主義に貢献し得るのか．もしそうだとするな
ら，誰が，何をできるのか・なすべきなのか”―
―そうしたことを考究させる授業を作り得るはず
である．また，かつては対面的なものが圧倒的で
あった人と人との交流が，現在はフェースブック
などの登場によりオンライン上でも行われるよう
になった．これは対面的な人と人とのつながりを
弱くし，ひいては人間関係を希薄化しコミュニ
ティの存続すら危うくするものなのかもしれな
い．もしそうだとするなら“誰が，何をできるのか・
なすべきなのか”．それを考究する授業を作る必
要がある．さらに，インターネットでデモを呼び
かけ多くの人々を集めたという事例もしばしば報
道されている．ニューメディアが「（住民）運動・
活動」創出のために使われているのである．これ
は「政治改良志向」や「コミュニティ改善志向」か
ら見たときにどう評価されるべきことなのか．
「声」を伝えるすべを持たなかった「孤独な大衆」
が，広く社会に訴える手段を手にしたと解釈し，
民主主義発展のために喜ぶべきことなのか．
以上，社会科ニューメディア学習を初期社会科

以来の社会改良志向の伝統の中に位置づける必要
性と可能性について述べてきた．だが翻って考え
たとき，それだけでよいのかという思いも湧いて
くる．初期社会科の時代からすでに60年以上経っ
ている．そこに見られた社会改良志向に着目する
だけでは，現代社会に生きる子どもたちのための
学習内容としては不十分であろう．ではどうすべ
きか．わが国にはこれを体系的に考究するための
先行研究が存在しない．従来の社会科教育研究で，
メディアを最も体系的にとりあげたのは松岡靖で
ある 9）．しかし，松岡の研究10）も筆者の目指すと
ころとは必ずしも重なっていない．
松岡は，「（これまでの社会科メディア学習は）

メディアを授業改善の手段とする研究11）とメディ
ア・リテラシーに関する研究とに分かれる 12）」と
した上で，この二つのアプローチを否定した．そ
して「メディア社会解釈学習」を提唱したのであ
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る．社会科は社会を学習対象とした教科であるか
ら，メディアではなく「メディア社会」の構造を
認識対象とすべきだというのである．松岡はメ
ディアが成員に大きな影響を及ぼす社会を「メ
ディア社会」と呼び，その影響を四つに分けた．
社会事象のイベント化とステレオタイプ化 13），
日常生活におけるメディア活用の増大（ネット
ショッピング等．これを松岡はデジタル化 14）と
呼んだ），そしてメディアによる社会成員コント
ロールの増大（コントロール化 15））である．松岡
はメディアに関わる社会事象をこのように分類
し，それぞれについて授業モデルを構築し授業の
検証まで行った．授業モデルの基本骨格は次のよ
うなものである：事象提示→課題設定（なぜそう
した問題事象が発生するのか．それはメディアの
どのような特性や行為によるのか）→解決策の考
究→解決策の共同検討→学習者個々の価値判断．
社会ではなくメディアを教えることを目的とす
るのは，社会科としては転倒した発想ではないか
という松岡の指摘は首肯できるものであり，カリ
キュラムと授業を開発したその仕事は高く評価さ
れるべきである．しかし筆者の作成したい授業や
カリキュラムの方向とは異なる．先に述べたよう
に，筆者はニューメディアが社会に及ぼした影響
をとりあげ，初期社会科以来の社会改良志向を膨
らませ，その授業化・カリキュラム化を図りたい
のである．松岡は従来からのメディアとニューメ
ディアとを分けることなく，一つに括ったうえで
「メディア社会」の特性を四つ析出し，それぞれ
の特性について理解させ価値判断させるためのカ
リキュラム・授業を開発した．筆者は特性の理解
や価値判断ではなく，“メディアのより良い活用
の仕方－社会改良の方策”を社会参画学習という
観点から子どもたちに追求させようとしているの
である．
そこで筆者は，英国シチズンシップ教育の
ニューメディア学習に着目した．筆者の考え及ば
なかった社会改良志向を見出すことができ，現代
にふさわしい社会科ニューメディア学習像に近づ

くことができるのではないかと考えたからであ
る．筆者が渉猟したシチズンシップ教育のための
教授用図書のなかでは，Media Matters というト
ピックブックが最も刮目すべきものであった．
以下，本論を次のように構成する．まずMedia 

Matters におけるニューメディア学習の構成を
「知識」，「思考・判断」という既知の枠によって
整理し（Ⅰ），その後それをさらに「人間関係改善
志向」，「コミュニティ改善志向」，「政治改良志向」，
「（住民）運動・活動創出志向」，「その他」という
五つの枠によって再整理する．「その他」という
枠を設けたのは，そこから「人間関係改善志向」
など予め設定した四つの契機以外の内容編成契機
を析出するためである（Ⅱ）．最後に今後の課題
について述べる（おわりに）．

Ⅰ　Media Matters におけるニューメディア
学習について

（１）その構成
Media Matters にあるニューメディア学習の内

訳は，前半４頁がインターネット関連の小単元
16），後半 4頁のうち 2頁がデジタル革命関連の小
単元，そして最後の 2頁がデジタルデバイド問題
の小単元となっている．
この構成は，生徒にとって身近なインターネッ

トを入り口にして社会の情報化について学ばせ，
次にインターネット以外の領域における情報技術
の進展とそれに伴う社会生活の変化について学ば
せ，最後にデジタルデバイド問題を国内・国際両
面から学ばせるというものである．すなわちごく
粗くその内容構成を言えば，身近なところから始
めて国際的なところまで，ニューメディアの浸透
や IT技術の進展にともなう社会の変化，そして
それによって引き起こされた諸問題について生徒
の視野を広げようとするものである．
各小単元は，本文と“Discuss”欄とからなって

いる．そこで本文は知識・理解を，“Discuss”欄
は思考力・判断力を育成するためのものと見なし，
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内容を整理した．以下（２）～（４）で，それにつ
いて論述する．

（２）インターネット関連学習（第１小単元）
第 1小単元は，“インターネットについての三
つの知識”と“インターネットが社会に及ぼす否
定的影響に対してどのように対処すべきかについ
ての見識の育成（思考・判断）”を主内容としてい
る．　
知識・理解は，次のア）からウ）の三つによっ
て構成されている．
ア）インターネットの概略と利用実態，
イ）インターネットの歴史と発展可能性，
ウ）インターネットが社会に浸透したことによっ
て生じた四つの問題（オンライン上の情報の信
頼性に関する問題；有害サイトの存在といった
社会的問題；ハッキングなどによるオンライン
取引の危険性といった経済的問題；過激な思想・
行動の呼びかけといった政治的問題）
また思考力・判断力は，前記ウ）における四つ
の問題にどう対処すべきかについての見識が育成
される構成になっている．Discuss 欄にある問い
を実際に示そう：
・「若い人たちはインターネットから政治や教育
など，いろんな分野の情報を得ている．はたし
てインターネットはそうした情報を得るのに適
切な場所なのだろうか」（Media Matters，p.25）
→事実判定問題＝ネット情報の信頼性

・「インターネットから得られる情報は必ずしも
信用できないという意見がある．これに君たち
は賛成か」（Media Matters，p.25）→事実判定
問題＝ネット情報の信頼性

・「インターネットは危険で有害な思想を流す力
を人々に与える．そこでこれを危険視する人た
ちもいて，ネット上の言論の規制をすべきだと
いう．これについて君たちはどう思うか？」
（Media Matters，p.27）→価値葛藤問題＝公共
の安寧 vs. 言論の自由（ここに「有害サイト」
問題を含められるとみた：政治的問題）

・「オンライン取引やオンライン銀行が急速に普
及しているが，ハッキングの危険性もある．オ
ンライン取引は危険なものなのだろうか」（同
上）→事実予測問題＝オンライン取引の危険性：
経済的問題

（３）デジタル革命関連学習（第２小単元）
第２小単元は“デジタル革命とは何か；政府は

これを推し進めるために何をしたのか＝法律の制
定”という知識と“デジタル革命の変化の方向”
についての知識，そしてその変化の方向の中に含
まれる社会成員の個化・断片化についてどう考え
るべきか”という見識の育成（＝思考・判断）か
らなっている．個化・断片化としてとりあげられ
ているのは，家族という親密集団の中における成
員の個化と国民のなかの様々な社会集団の個化・
断片化である．すなわち，家族成員としての共通
性の（一部）喪失と国民としての共通性の（一部）
喪失という問題である．
Discuss 欄にある問いを実際に示そう：
・「デジタル技術の進展は，メディア企業が視
聴者を年齢や好みなどによって細分化し，ター
ゲットを絞り込んで番組を作ることを可能にし
た．これはスポンサーにとっては明らかに都合の
良いことだが，視聴者にとってはどうなのだろう
か」（Media Matters，p.29）→価値葛藤問題＝個
人の好み・個性の尊重（共通性の喪失，個の断片
化の進行）vs. 共通性の維持尊重

（４） 「世界の情報界を牛耳っているのはだれか」
関連の学習（第３小単元）

第 3小単元は，“デジタルデバイド問題にかか
わる事柄や問題”（知識①，②），“世界のアメリ
カナイゼーション”（知識③），そして“衛星放送
による欧米文化の浸透がもたらす発展途上国の伝
統的価値・文化の崩壊”（知識④，⑤）という五
つの知識と三つの問題に対する判断の学習であ
る．
ここにおける三つの問題とは，「今，世界規模
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成を意識した授業づくり，カリキュラム作りが必
要だという考えがある．
以下，先ず，これについて敷衍しよう．

（1）社会科と社会的役割
社会科は公民的資質の育成と社会認識力の育成

とを目的とする．これに対する異論は出されない
であろう．しかし，具体的に公民的資質とは何か，
社会認識力とは何か，両者をどう統合的に育成で
きるのかとなると，様々な論が噴出してくる．
ここではそうした様々な論のうち，どれが最も

妥当性のあるものかを論ずることなく，そうした
様々な論の一つである「社会的役割」を核に据え
た「社会的役割学習」を採ることにする 18）．すな
わち，「社会的役割学習」としてカリキュラム・
単元構成を行えば，社会認識力と公民的資質の双
方を統合的に育成できるという作業仮説に立つ．
社会的役割は，社会学者や社会心理学者のター

ムであり，現実の社会の中で人々がその社会的地
位の責務を果たすためにとることが期待されてい
る適切な行動であるという定義がなされている 19）．
社会学者たちが社会的役割という考え方により社
会を捉えるときは，それを下掲の図１のような体
系としてとらえている．　　　
我妻はこの図についておよそ次のような説明を

加えている――父や母や，夫・妻といった役割が
集まったものが家族という制度であり，会社や銀
行，工場，労働組合といった制度が集まったもの
が，経済体系という下位体系である．そして経済
や政治，宗教，教育などの下位体系が集まって社
会という体系をなしている――．
「永遠の昨日」と言われた封建社会における適
切な行動様式は，多くの場合，先例に従うことで
あった．しかし変化が激しい近現代社会ではそう
いうわけにはいかない．先例に従うべき部分と状
況変化に応じて新たに創造すべき部分とがある．
しかも後者の比重が大きくなっているはずであ
る．
したがって社会科という教科において社会的役

で進行しているのはグローバリゼーションなの
か，アメリカナイゼーションなのか」，「独立メディ
アも含めてメディアは公平と言えるのか」，そし
て「発展途上国政府が，自国の伝統文化や価値を
守るため自国民の欧米先進諸国TV番組の視聴に
規制を加えることに賛成か反対か」である．
Discuss 欄にある問いを実際に示そう：

・「世界ではグローバリゼーションが進行してい
ると言われるが，本当にそうなのか？実際はア
メリカナイゼーションではないのか？」（Media 
Matters，p.30）→事実判定問題＝グローバリ
ゼーションかアメリカナイゼーションか

・「商業メディアは中立ではないという人たちが
いる．なぜそういうことが言われるのか．また
そういうことを言う人たちのなかには商業メ
ディアに対抗して自分たちでインターネットな
どを活用してニュース報道をする人たちがい
る．その人たちの報道は中立だと言えるのか？」
（Media Matters，p.30）→価値判断問題＝商業
メディアと対抗メディアの報道の中立性

Ⅱ　Media Matters ニューメディア単元の再整理
上述したニューメディア単元の学習内容を，公
‐共‐商‐私という視点，そして社会的役割
を担うアクターという視点によって再整理し，後
掲の表１を作成した 17）．
以下，先ず，これらの表の枠組の基本をなして
いる二つの視点，すなわち公‐共‐商‐私と
いう視点，そして社会的役割を担うアクターとい
う視点について説明しよう．
前述したように，本論は社会科ニューメディア
学習を「人間関係改善志向」，「コミュニティ改善
志向」，「政治改良志向」，「（住民）運動・活動創
出志向」に対応するものとして構築しようとして
いる．そのために有効なカリキュラム・授業構成
枠として，社会的役割，公‐共‐商‐私とい
う社会の圏域区分を考えたのである．こうした考
え方の根底には，社会科において「公民的資質」
を育成しようとするなら，社会的役割遂行力の育
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割を核に据えて教育内容を構成するねらいは，子
どもたちが（成人したときにこそ），創意を発揮
しつつ役割行為を遂行できるようにすることであ
る．役割を遂行できるということは社会の中で適
切に行為しているということであり，社会に通有
している価値・規範に対して配慮しているという
ことでもある．この意味で公民性を発揮している
と考えるのである．また適切な行為となし得るた
めには，的確な見通しに基づいた行為である必要
があり，そのためにはある役割に関しては，その
遂行に当たって社会科学的な知見を有している必
要がある．したがって，教育内容として社会認識
力の育成が必要となる．これは，地理学，歴史学，
政治学など社会諸科学の知識・技能の習得をめざ
す故に，「学知（＝アカデミックな知と技能）」の
学びとすることができよう．

また，コミュニティが安定するような人と人と
のつながりを生み出すために，個人や集団，地方
自治体などがどのようなことができるのか・なす
べきなのかを考究させたい．これはある社会的役
割を担う個人や集団の役割遂行行為の中身を拡大
したり創出したりする力を子どもたちに育成する
ことになるだろう．さらにまた，社会的役割をよ
り良く果たすために，どう人を組織し運動を起こ
せるか，その運動はどうすれば持続できるかを考
究するような単元も組織したい．運動を組織する
力を持った構成員のいる集団は，新たなことを生

社会体系

下位体系 下位体系 下位体系 下位体系

制 度 制 度

役 割

役 割

役 割

役 割

制 度 制 度

図 1　社会的役割論から見た社会
 上図では，下位体系は四つしか書かれていないが 

便宜的なものであり，実際はそうではない．

み出す活力を持ったものであろう．そうした活力
ある運動や集団が複数存在し，互いに切磋琢磨し，
かつまた政治権力を動かし得る社会は上意下達が
支配的な社会からは遠いであろう．
こうした役割遂行知のなかには，「学知」とは

呼べないようなものもあるだろう．だが運動を組
織するには不可欠な実用的で実践的な知識であっ
たり説得の技法だったりする．これを「実用・実
践知」と呼ぼう．
すなわち，社会的役割学習の内容には「学知」

と「実用・実践知」が含まれるということである．
「学知」と「実用・実践知」の学び，いずれもが
役割を果たせるようになるための学習であり，そ
れを通して規範や価値の内面化，そして知識・技
能の育成，思考力・判断力の醸成を図るのである．
では社会科ではどのような役割を学習させるべ

きか．節を改めて論じよう．

（２）公 ‐ 共 ‐ 商 ‐ 私という四圏域について
子どもたちは将来，医師，弁護士，会社員，父

親，母親などになる．しかしこうした現実に存在
する職業や地位を社会的役割とし，それによって
社会科の教育内容を編成するのは適切ではない．
子どもたちが担うことになる個々の職業や地位を
網羅することなどできないからである．また，変
化が激しい近現代社会では今ある職業がなくなっ
ていることすら考えられる．
そこで，近年の公共哲学や「現代市民社会論」

を参照して全体社会の下位体系を大きく公‐共
‐商‐私という四つの圏域に分類する．そして
教材に合わせて，それぞれの圏域の中から適切な
アクターを設定するという手法をとる．
たとえば，ゴミの学習において「社会全体とし

て，もっとごみを減らすことができないか」とい
う学習課題を設定した時には，商の圏域からスー
パー（で働く人たち）などをアクターとしてとり
あげることができる．また，発泡スチロールトレー
の代替品として再利用可能なトレーを開発した企
業をとりあげ「みんなは会社の社長さんです．学
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習した会社に負けないように，ゴミにならない商
品の開発を他にも考えてみましょう」といった授
業を展開することも可能である．
子どもたちは将来この四つの圏域のいずれかに
属す社会的役割を（複数）担うことになる．した
がって４圏域のいずれかに属すアクターのできる
ことなどを考究させることは，子どもたちが将来，
社会的役割を遂行する力を育成することにつなが
るはずである．また，今，自分や家族ができるこ
とを考えさせることは現在における社会的役割遂
行力を育成することになる．
以下，各圏域に属すアクターについて簡単な定
義を示しておく 20）．
○ 「公」的圏域に位置づけられる社会的役割を

遂行する個人や集団：
ここに属すアクターの多くは一定の範囲内にあ
る住民に対して，合法的な強制力を揮うことがで
きる 21）．その強制力は，従わぬ者に対して身体
的な拘束を含む処罰を与えることのできる権能に
よって保障されている．資産及び活動財源は租税
資源による．こうした権力の維持ないしは奪取が
この領域のアクターの主目的の一つである．奪取
までは考えていなくとも公的アクターの権力行使
的行為に影響を与えようとするアクターも存在す
る．権力は住民の厚生を図るため，また社会の秩
序生成・維持のために用いるときに正統なものと
される．具体的には，一国の政府や地方自治体，
またそれらに属しその組織・機関の任務を遂行す
る個人などがこれに該当する 21）．野党のように
この領域に属しながら，権力の座にないため強制
力を揮うことのできないアクターも存在する 23）．
○ 「共」的圏域に位置づけられる社会的役割を

遂行する個人や集団：
「公」的圏域とは異なり，自発的に参加した者
を構成員とする集団等からなる圏域である．集団
が有する規則は，構成員を心理的・道徳的には拘
束するが，身体的自由を拘束できるまでの強制力
は持っていない．その資産や活動財源は成員の自
発的な醵金等による．活動の主目的は，次の「商」

圏域にある組織等とは異なり利潤追求ではなく，
「公」圏域のアクターと同じく社会のためといっ
た利他的ないしは人々の厚生を直接・間接に図る
ものである．但し，権力奪取は目的としていない．
また互助的な性格を持った活動も行う．具体的に
は，参加・不参加の自由が認められる町内会，ボ
ランティア団体などがこれに該当する．
○ 「商」的圏域に位置づけられる社会的役割を

遂行する個人や集団：
利潤を追求する経済活動を主たる組織目的とす

る企業やその他の社会集団また個人がこれに該当
する．「商」は経済学概念で言う「市場」に該当する．
「市場」は，ヘーゲル以来の伝統を踏まえてか，
公共と対比され「私」に位置づけられることが一
般的であるが，本論ではそれとは異なる立場を
とっている 24）．
○「私」的圏域に位置づけられる個人や集団：
趣味活動など，利他を目的としない自己のため

の活動や家族のための活動を「私」的活動と呼ぶ
ことにする．たとえば，家族と一緒にハイキング
に行く，子どもを躾ける，友人と懇親のために会
食をするなどをあげることができる．個々人は誰
もが「私」的圏域に在る行為主体である．「商」と
の違いは，その活動が必ずしも利潤追求を主目的
にしていない点である．
以上のような公‐共‐商‐私の分類はあく

まで理念的なものであり，社会的役割を主軸にし
た授業構想を充実させるためのものである．すな
わち，授業において子どもたちにある問題につい
て公の圏域に属す個人や集団（以下，個人や集団
をまとめて，アクターとする）は何が出来るのか・
なすべきか（できないか・なすべきではないかも），
共の圏域に属すアクターは……，という具合に考
えさせ，それぞれのアクターが出来ること等を提
案させるためのものである．
節を改めて，この公‐共‐商‐私という視点

によって，Media Matters におけるニューメディ
ア単元の学習内容を再整理してみよう．
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（３）　表の枠組について
まず，下掲の表 1について説明しよう．表側に
はMedia Matters における学習内容を基に作成
したトピックとそのアクターを位置づけた．アク
ターの欄にはアクターのどの行為・活動がトピッ
クとしてとりあげられているのかを示した．

表１　第２小単元「デジタル革命」の再構成
ア
ク
タ
ー

　
　

（
活
動
・
行
為
）

対応アクター　　　公
（
プ
ロ
ブ
レ
ム
）

共
（
プ
ロ
ブ
レ
ム
）

商
（
プ
ロ
ブ
レ
ム
）

私
（
プ
ロ
ブ
レ
ム
）

イ
シ
ュ
ー

ア
ク
タ
ー
Ａ
（
…
…
）

アクターはもちろん，公‐共‐商‐私いず
れかの圏域に属すのであるが，表側の方には特記
しなかった．それはアクターを公‐共‐商‐
私いずれの圏域に位置づけるべきか判断に迷う場
合のあることが想定されるからである．たとえば，
ハッカーである．彼／彼女が何らかの政治目的の
下にハッキングを行っているのか（つまり「公」
の圏域に属す者としてのハッキングなのか），単
なる個人的なチャレンジ精神によりそれを行って
いるのか（つまり「私」の圏域における個人的ハッ
キングなのか），容易には判断できないはずであ
る 25）．また社会工学的に社会を改良していく力
を子どもたちに育成するためには，カリキュラム
作成者や授業構想者はそのようなことに頭を悩ま
しても意味がないのである． 
しかし，そうしたハッキングという行為に対し
て，対応アクターとして政府は何をなすべきか・
何ができるか，オンライン取引を進めようとして
いる企業はどのような対策をとるべきか・とるこ
とができるか，生活世界（ここでは，共と私の圏
域を合わせてそのように表現している）に暮らす
私たちは何ができるか・何をなすべきか，あるい

はどのような影響を受けると想定されるか，とい
う学習内容を組織するためには，公‐ 共‐ 商
‐ 私という視点は不可欠である．したがって，
こちら側はそれによって分節した．
表側にはさらに「イシュー」という項目を設け

た．これはMedia Matters において Discuss 欄
に討論課題として提示されている事柄をもとに本
文の記述を参照しながら，問題とされている事柄
を析出したものである．
第２小単元の場合にはアクターが２種類，登場

する．一つはデジタル技術者でその行為は技術開
発とすることができる．今一つは商業メディアで
その行為は“ターゲットを細分化した番組を制作
するようになってきた”というものである．デジ
タル技術者というアクターの行為については，何
らかの問題があるという記述がみられないし，ま
たDiscuss 欄にもとりあげられていない．そこで
「イシュー」はないと判定して○を記入した．また，
後述するプロブレムもない．
これに対して商業メディアとその行為について

は，本文からは「国民としての共通性喪失」，「家
族成員の個化・断片化」といったことが問題にさ
れていることが窺われ，さらにDiscuss 欄に討論
課題として「デジタル技術の進展は，メディア企
業が視聴者を年齢や好みなどによって細分化し
ターゲットを絞り込んで番組を作ることを可能に
した．これはスポンサーにとっては都合の良いこ
とだが，視聴者にとってはどうなのだろうか」と
いう価値葛藤問題があるので，「国民の個化・断
片化＝共通性の喪失」が問題視されているのだと
考え，イシュー欄にそれを記した．また次に述べ
るプロブレム欄にもそれに該当するものを挙げた
（以上，巻末資料参照）．
表頭の項目の説明に移ろう．表頭には上述した

ように「対応アクター」を置いた．アクターの行
為や影響に対してどの圏域に属す誰が何をしたか
（以下，これを「対応行為」と呼ぶ）が，どうとり
あげられているのかをみるためである．またこの
とき，「対応アクター」の「対応行為」が孕んでい
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るとされた問題を「プロブレム 26）」としてそれぞ
れの欄に括弧つきで挙げた．
表側のアクター，そして表頭の「対応アクター」，
この双方についてどのような記述があるのかが，
表の各欄には書かれることになる．

（４）　Media Matters の問題構成の問題点
主として第２小単元をとりあげて，Media 

Matters の問題構成の問題点を指摘しよう．
第２小単元は，国民や家族の共通性の喪失，あ
るいは個化・断片化という問題を核にして，公
‐共‐商‐私それぞれの圏域に属す対応アクター
は何ができるか・何をなすべきか・何は行うべき
でないかといった問題構成で授業を構想できるも
のである．しかしMedia Matters はそうなって
いない．なぜそれではいけないのか．
Media Matters の“Discuss”欄にあった問題は，
大きく言えば事実問題と価値問題であった．ここ
で問題にしたいのは価値問題である．第２小単元
の場合，価値問題は価値葛藤問題（＝“個人の好み・
個性の尊重”vs. “共通性の維持尊重”）というもの
であった．これは根本的な人間観あるいは個と集
団の関係のあるべき姿についての議論となり，大
人でさえ容易に結論を出し得ないものとなる．
これは第２小単元の場合ばかりではない．第１
小単元の場合には価値葛藤問題（＝公共の安寧
vs. 言論の自由）がとりあげられているが，これ
も民主主義の理念上の価値問題であって，やはり
大人も簡単には答えられないものである．また第
３小単元にある「発展途上国政府が，自国の伝統
文化や価値を守るために自国民の欧米先進諸国
TV番組の視聴に規制を加えることに賛成か反対
か」という問題も言論の自由（人権）という「普遍
的」価値と伝統文化の尊重という価値との葛藤問
題であり，これも大人ですら容易に答えの出せる
ものではない．
すなわち，Media Matters にある価値問題は，
子どもたちの価値観を磨くには適切かもしれない
が，社会認識を深めたりさらに深まった社会認識

に基づいてどのような行為をなすべきかについて
考えたりする力を育成できるものではない．した
がって，「コミュニティ改善志向」や「政治改良志
向」に応えて行動できるアクターを育成するため
には適切な問題構成ではないのである．
ではこの単元をどう作り変えればよいのか．次

章においてそれを授業略案のかたちで示そう．

Ⅲ　社会科ニューメディア学習の授業略案

（１）カリキュラム・授業構成方針
社会科ニューメディア学習を情報機器操作学習

や情報モラル教育とは異なるものにするために，
社会のしくみや社会事象間の因果連関の認識をめ
ざす社会認識教育にすることは言うまでもない．
しかし本論の問題意識からするなら「人間関係改
善志向」，「コミュニティ改善志向」，「政治改良志
向」，「運動・活動創出志向」をもったアクターを
育成できるカリキュラムや授業を構成するところ
まで進む必要がある．ここでは，Media Matters
にみられる学習事項の中から小学校６年生の政治
学習の教材になりそうなものを一つとりあげ，「コ
ミュニティ改善志向」，「政治改良志向」に対応し
た授業案を作成する．
ニューメディア学習の場合，インターネット上

に生まれるバーチャル・コミュニティが人と人と
の新たなつながりや連帯を生み出すといったこと
が論じられることがある．しかし本論では，バー
チャル・コミュニティの連帯をどう強めるかとい
う問題構成ではなく，インターネットなどニュー
メディアを組み込んだ新しい人と人とのつながり
の強化の仕方について熟議する授業の開発はどう
するかという問題構成にする．
それはたとえば，ローカル・コミュニティの改

善について考えさせる授業である．北海道上川支
庁管内の下川町では「情報ネットワーク」の導入
後，それによって高齢者の健康を町の保健師など
が毎朝訊くことを行おうとしている 27）．独居老
人の生活を町役場としてどう支えるべきかという
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福祉政策と結びついたかたちで生み出された取り
組みである．
これを手がかりにして授業構想について今少し
抽象的に言うなら，独居老人と行政機関などとの
コミュニケーションの親密度と頻度を増加させる
社会のしくみやアクターの行為について考えさせ
る授業を構想しようとしているのである．
Media Matters にはこうした方向性を持つ学習
内容は見られない．確かにインターネットの出現
によって，サイバー・コミュニティという地理的
限界を超えた新しい人と人とのつながりのできる
可能性については述べられている――「人々は，
近隣にいる人々とのコミュニケーションばかりで
はなく，地球の裏側にいる人とも交流したり意見
を交換したりできるようになった．インターネッ
トは地理的な制約を超えた新しい“知の共同体”
を作り出したのである 28）」．
しかし，本授業においては，対面的な人と人と
のつながりこそが基本であるという立場をとる．
それゆえにサイバー・コミュニティではなく，対
面的なコミュニティをインターネットという技術
を組み込んでどう作り変えるかという問題意識の
方を重んじたい．
現代の日本では生活世界における対面的な人と
人とのつながりが弱くなっている．結婚式を二人
だけで挙げることもよく見られるようになった
し，葬式も家族だけで執り行うといったことが増
えている．子どもがいるにもかかわらず，夫婦二
人で住む高齢者や独居老人が増えている．
こうした傾向が進行したとしても対面的な人と
人とのつながりを弱めたくないという願いのも
と， ニューメディアを組み込んだ対面的なコミュ
ニティの改善という授業構成の方針を立てたので
ある．
単元の基軸にフィクションを採り入れる．実際
の社会問題は重くまた複雑であり，子どもたちが
容易に解決策を案出できるようなものではない．
そこで問題を単純化し，また子どもたちが現実
問題に対する解決策を提案しやすいように仮想国

「ウソアニア」を設定し，そこで生じている問題
に対する解決策を提案させる．そしてその妥当性
を実現可能性・日本国憲法との適合性などの視点
から検討させるのである．

（２）指導略案
１　単元名「年寄り社会　ウソアニアを救え！～
日本の取り組みに学んで～」（小学６年生）

２　単元目標と評価規準
○目標 　自分たちのコミュニティ内の単身高齢
者世帯のための様々な施策について見識を深め
る．

○評価規準
・ コミュニティ内の単身高齢者等を孤立させない
ために進んだ IT技術を活用している北海道下
川町の取り組みに興味を持つ （興味・関心）

・ 自分の家族，町内会や市役所，県，政府が単身
高齢者世帯対策としてどのようなことをしてい
るかを調べ，まとめることができる

　　　　　　　 （資料の活用）
・ 調べたことや話し合ったことをもとにウソアニ
ア政府やウソアニアの人々が自国の独居老人対
策としてどのようなことができるか，ノートに
まとめたり発表したりすることが出来る

　　　　　　 （思考・判断，表現）
・ 日本の高齢化がなぜ進んだか，それに対して政
府はどのような手を打っているかを理解する

　　　　　　 （知識・理解）
３　単元の指導計画
１次　架空社会「ウソアニア」で進む社会の高齢化
＜目標＞
社会の高齢化が社会に及ぼす影響について理解

する．
＜主たる学習内容１＞
○ウソアニア社会について知る

・ 気候，面積，人口などが日本とほぼ同じ

・ 政治：大統領制で軍隊を持つ．この２点が異なるだ

けで，あとは日本国憲法にほぼ同じ憲法（＝個人重視，

人権重視，国民主権）の下，政治が行われている．
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・ 経済・産業（単純化のために特に不況にあえいでい

ることもなく，特定の国に過度に依存しているとい

うこともないとする）

・ 以上のウソアニアの様子については，次の高齢化の

進行も含めて，教師が読み物資料を用意する

＜主たる学習内容２＞
■学習課題
 「ウソアニアでは独り暮らしのお年寄りがどん
どん増えている．その人たちのくらしを安心で
安全なもの（健康チェック，家の補修や雪下ろ
しなど），そして充実したもの（買い物，食事
などに困らない；近所付き合いや交友関係の維
持；娯楽や趣味生活の充実）にするために政府
や市，そして町内会やお店，会社などは何がで
きるだろうか」
■学習内容と学習活動
○ インターネットなどにより，日本政府や自分の
住む市，シルバービジネスの単身高齢者世帯に
対する取り組みを調べ，それをもとに自分なり
の取り組み法を考える．
○ 町内会長さんのところに行き，町内会としてど
のような取り組みをしているのかを調べ，それ
をもとに自分なりの取り組み法を考える．
○ 生活班で学習グループを作り（４～５人），グ
ループとしてのプランを考える：

・ 個々人が考えたものを・実現可能性（予算，反
対者）という観点から検討する．

・ウソアニア憲法の理念との適合性　という視点
で検討する．
○ 関係者（町内会，市役所等の担当者）との意見交
換会（実現可能性について）
2 次　IT 技術は「年寄り社会ウソアニアを救え
るか？
＜主たる学習内容＞
 　コミュニティ内の単身高齢者を孤立させない
ために進んだ IT技術を活用している北海道下
川町の取り組みを参考に，１次で考えた「だれ
がなにをすべきか・できるか」案に加えて，

IT 技術を活用した策をグループごとに考え，
創造的で実現可能と思われるものを，関係機関・
企業などへの提案というかたちでまとめ，保護
者に関係者がいればその人たちから，コメント
をもらう（できれば，保護者会の時の授業とす
る）．

３次　学校ができることはないのか！？
＜主たる学習内容＞
　　学校は学区内にいるお年寄りに何ができるの
かについて熟議する．（・お年寄りに先生となっ
てもらえる授業はないか　・お年寄りと交流を
深める行事を作れないのか）

４次　ウソアニアの子どもや家族ができること
＜主たる学習内容＞
■学習課題
　「ウソアニアの子どもや家族は，一人で暮らし
ているおじいちゃん／おばあちゃんに何ができ
るか，考えてみよう」

■学習内容と学習活動
○ 次の視点から，まず各人で，子どもや家族がで
きることを考える．

・ 共に暮らす（高齢者が嫌がる可能性もある）　・
コミュニケーション頻度や密度を濃くするため
の方法　　・お小遣い　・生活上の不便の取り
除き（炊事・洗濯など；雪下ろしなど）

○ グループとしてのプランを考える：個々人が考
えたものを「実現可能性，高齢者自身の考え，
各家庭の事情」という視点で検討する（⇒　家
に持ち帰り，家族と対話）

おわりに
本論では「コミュニティ改善志向」や「政治改

良志向」，「人間関係改善志向」などに対応した授
業プランを略案のかたちでではあるが示した．
しかしニューメディアに関連して，社会科は政

治権力によるニューメディア支配と世論操作と
いった問題についても考究できる力を子どもたち
に育成する必要がある．Media Matters にはそう
した学習事項もみられる．
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そのような授業プランを開発し，その有効性を
検証することが，今後の課題である．なぜなら，
社会科は民主主義的な国家・社会の担い手育成の
ための教科であり“政治権力と諸アクターとの在
り方”を理解するとともに，それを手がかりにさ
らに“より良い在り方”を構想する力を育成する
教科だからである．

＜註及び引用文献＞

1）		 ここでいう「教育実践」とは主として次のもの
を意味している：

○　日々，教室で行われている授業（そして授業を
つくるまでの教材研究など）

○　授業に使われる副読本や教科書，そしてその作
成過程，またそこで行われる関係者（関係機関）
の間の相互作用

○　授業実践や教科書・副読本の根底にあるカリキュ
ラムの形成・維持という社会的・政治的・行政的
営為

2）		 英国の中等学校で使用されている教授用図書の
うち，わが国の教科書に近いものは class text と呼
ばれている（木村浩『イギリスの教育課程改革』
東信堂，2006，94 頁）．topic book は特定分野につ
いての資料と位置づけることができる．Media 

Mattersの表紙裏には Citizenship in Focusは，14 歳
から 19 歳の生徒のためのものと書かれている．ま
た 1998 年に出された『クリックレポート』（Edu-

cation for citizenship and the teaching of democracy in 

schools, QCA, p. 49; p. 51）では，キーステージ 3及
び 4の生徒の学習内容としてメディアが示されて
いる．

3）		 社会科関係の学会誌論文だけを挙げると，次の
ようなものがある：

○　吉田正生「メディア・リテラシー論による『情
報産業学習』の転換」（『社会科研究』№ 51，1999 年），

○　川上秀和「メディア・リテラシーを育成する社
会科授業開発―単元『少子化報道について考える』
の場合」（『広島大学教育学研究紀要』№ 49，2003
年），

○　松岡靖「メディア・リテラシーを育成する社会
科 NIE授業の有効性に関する研究―戦時中の新聞
を活用した小学校社会科授業の実践を通して―」
（『日本 NIE学会誌』№ 4，2009 年）．
4）		 東京書籍，教育出版，帝国書院，清水書院，日
本文教出版社，自由社，育鵬社，以上 7社の平成

24 年版教科書の記述を見た．各社の独自性が見ら
れたのは，次のような点である．教育出版はコン
ピュータの歴史を入れ，自由社はニューメディア
以前の旧メディアの歴史を含めた記述構成にして
いる（その分，ニューメディア関連の記述量が少
なくなっている）．育鵬社は「人間関係の希薄化」
の危険性を述べ，清水書院はメディア・リテラシー
について触れている．

5）		 上田薫〈編〉　1977　『社会科教育史資料　４』
東京法令，pp.434-438．

	 	 	 ここでは，小学校 2年生の子どもたちに，服装
だけで人の価値を判断しようとしていた自分たち
の浅薄さに気づかせるという実践が展開されてい
る．

6）		 江口武正　1956　『村の五年生―農村社会科の
実践』新評論社．

	 	 	 ここでは家父長制的な家庭内秩序や村に残る伝
統的慣習などの「封建的不合理性」を「古い考え」
という言葉で子どもたちに捉えさせ，それを子ど
もたちの働きかけによって変革させようとする教
育実践が展開されている．

7）		 上田薫〈編〉　1977　『社会科教育史資料　４』
東京法令，pp.407-415.ここでは，自然災害は実は
人災であることを捉えさせ，そうした人災をなく
すために政治はどうあるべきか，自分たちはどん
な働きかけをしたらよいかを生徒たちに追求させ
るという教育実践が展開されている．

8）		 たとえば，ラインゴールドなどがこのような主
張をした（Rheingold, H. 1993 The Virtual Community 

：ハワード・ラインゴールド『バーチャル　コミュ
ニティ』，会津泉訳，三田出版会，1995 年）．しかし，
白井聡によればパソコン通信やインターネットが
登場したばかりのころのｅデモクラシーに対する
「素朴な楽観主義は徐々に影を潜めていった．」（白
井　2011　「主権の溶解の時代に」，小林恭子（他）
『日本人が知らないウィキリークス』洋泉社，213
頁）．

9）		 社会科より範囲を広げるなら，包括的なメディ
ア教育研究として次の二つを落とすことはできな
い．駒谷真美の Media Literacy Education for Japa-

nese Pre-school and Elementary School Children, （ 風
間書房，2011 年）と上杉嘉見の『カナダのメディア・
リテラシー教育」（明石出版，2008 年）である．

	 	 	 駒谷は上記の著書の中で「メディアリテラシー
育成のための生態系モデル」を提唱した．その中
核にあるのは「メディア・リアリティ」の理解で
ある（pp.379-386）．すなわち，TVで放映されてい
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るコマーシャル，アニメ，ヒーローもの，ドラマ
などは現実ではなくフィクションであることの理
解，そこで使われている技法を見抜く力，コマー
シャルには発注者・製作者（組織）・ＴＶ局など様々
な立場の組織が関わっていることの理解などが学
習内容とされている．小学校の場合には「総合的
な学習の時間」での実施が考えられているようだ
が，ニューメディアの教育をどうするかについて
は論じられていない．

	 	 	 他方，上杉は「社会的視点と批判の不在という
問題を抱える日本のメディア教育に対する，より
現実的な示唆を得る」（p.13）ために，メディア教
育の先進国カナダ（オンタリオ州）のメディア教
育カリキュラムを分析した．上杉がオンタリオ州
のメディア教育を取り上げたのは，英国のメディ
ア教育が 80 年代後半以降，社会批判性を後退させ
て行ったのに対し，オンタリオ州では「マスメディ
アの商業主義的性格に焦点を当てた」（p.90）教育
実践が積み重ねられていったからである．上杉は
カナダの教員研修におけるメディア教育や教科書・
教材を分析する視点を設定し，その上で「ポピュ
ラー・カルチャー，ジャーナリズム，広告といっ
た中心的なテーマの扱い」（p.17）がどうなってい
るかを分析した．ここまでの紹介で明らかなよう
に，上杉においてもインターネットなどニューメ
ディアをどう教材化すべきかについては取り扱わ
れていないのである．

10）	 松岡靖　2011　「ネットメディアによる販売と
消費の変化を読み解く『メディア解釈学習』」，全
国社会科教育学会『社会科研究』74 号，11-20 頁；
松岡靖「メディア社会に焦点化した小学校社会科
のカリキュラム開発研究」（博士学位申請論文；　
2012 年，広島大学に提出）．

11）	 松岡が念頭においているのは次の論文である：
福田正弘「社会科におけるマルチメディア活用の
意義」（『長崎大学教育学部教科教育学研究報告』
№ 27，1996 年），福田正弘「社会科マルチメディ
ア教材の設計と開発」（『長崎大学教育学部教科教
育学研究報告』№ 29，1997 年）中村哲・松岡靖「イ
ンターネット利用による社会科コラボレーション
教材の開発方法」（兵庫教育大学学校教育センター
『学校教育学研究』vol.10，2000 年），横山秀樹「コ
ンピュータ・シミュレーションによる市民的判断
力の育成」（『社会科研究』№ 54，2001 年），前田
総一「共感理解型 TV番組を活用した社会科授業
構成―『プロジェクト X』を事例として」（『社会
科研究』№ 61，2004 年）．

12）	 松岡，同上　p.2；ただし，括弧内語句は引用者．
筆者も，ある時期までは松岡の言うとおりである
と考える．しかし，吉田正生の「社会科メディア・
スタディズのための中学校社会科歴史授業の開発」
（社会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第
23 号，pp.1 ‐ 10）は，松岡の二分法にはおさまら
ない．明治期の代表的メディアである新聞が時の
政局や社会そのものに与えたインパクトを学習さ
せようとしているからである．明治期の日本社会
をメディアが大きな影響を持つようになったもの
と考え歴史学習を組織したという点では「メディ
ア社会」の歴史学習が吉田によって提唱されてい
たと考えることもできるのである．

13）	「イベント化」とは「受信者の期待に応じて発信
者によって情報が操作され，メディア・イベント
が構成される」（松岡，2012　p.25）ということで
あり，「ステレオタイプ化」とは「多様なメディア
環境の表出により，メディア・コミュニケーショ
ンにおいて，受信者の画一的な見方が形成される」
（同前）ことである．
14）	「デジタル化」とは，「多様なメディア環境が表
出し，アナログからデジタル化，パーソナル・メディ
アからマス・メディア化」（松岡，同上）と変化し，
メディアシステムが社会の隅々に浸透しているこ
とである．

15）	「コントロール化」とは「発信者により意図的な
情報操作を受け，受信者がコントロールされる」（同
上）ことである．

16）	 素直に解せばMedia Mattersは，見開き２頁で１
セクション，したがってインターネット関連の学
習が２セクション用意されていると見るべきであ
ろうが，本論ではインターネット関連の学習とし
て一括りにし，セクションと区別するために，小
単元という呼び方にした．

17）	 紙数の関係上，第 2小単元のものだけを掲げた．
18）	「社会参画学習」としたいのだが，そのようにす
ると，社会参加と社会参画はどのように異なるの
かなど，用語論議に絡め取られる可能性がある．
そこで本論では「社会的役割学習」としておく．
ちなみに，社会的役割を基軸に据えて社会科カリ
キュラムを編成しようとした試みとして，アービ
ング・モリセット Morrisett, I.（筆頭研究責任者），
ダグラス・スパーカ Superka, D. （副研究責任者）
たちが開発した Project SPANがある．SPANとは，
“Social Studies/Social Science Education: Priorities, 

Practices and Needs”（社会科 /社会科学教育：優先
事項・実践事項・必須事項）の略称である．
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19）	 我妻洋　1987　『社会心理学入門（下）』講談社
（講談社学術文庫），p.202．
20）	 言わずもながのことであるが，同一の個人や集
団が，私的圏域に属す行為を行う場合もあるし公
的圏域に属す行為を行うこともある．また，一人
の人間は，政治家（公）でもあるし，親（私）で
もあるし，会社経営者（商）でもあるし，立場を
離れて一個人としてボランティア（共）をするか
もしれない．

21）	 政党は政権の座に就かない限りは，そうした強
制力をふるう権能を持たない．

22）	 したがって厳密には，国連を国家などと同様に
公圏域に属すものとすることはできないが，各国
の連合体的な性格を持っているので，公という圏
域に属すものとする．

23）	 政党は統治のための権力奪取を主目的にしてい
るので，野党であっても「公」の圏域にあるもの
とした．

24）	 たとえば，佐藤慶幸は，「公的セクター」（公的
経済）の担い手を「政府・地方公共団体」とし「私
的セクター」（市場経済）のそれを「民間営利企業」
としている．さらに，「共的セクター」（社会経済）
にはボランティアグループや NPOなどが属すと
し，「個人・家族・学校」を「コミュニティセクター」
に分類している．筆者はこの分類に対してアカデ
ミックに批判できるほどの知見は有していない．
だが，子どもたちに授業のなかで「私」という言
葉を個々人から切り離し，企業の方に与えるとい
うのは，混乱を招くのではないかと危惧している．
子どもたちにとって，父親が務める会社は決して
「私」ではなく（民間ではあろうが），プライベー
トという意味での「私」を超えたもののはずである．
また，アリストテレスの時代はもとよりヘーゲル
の時代に比べても「市場経済」が政治と密接に結
びつき，われわれの生活や運命に大きな影響を及
ぼすようになっている現代では，「私」と離して「商」
という範疇を設けた方が子どもたちに理解しやす
いと思われる．

25）	 ハッカーの起源や実態については，次の文献を
参照した：Sterling, B.  1992  The Hacker Crackdown 

（ブルース・スターリング『ハッカーを追え』，今
岡清訳，アスキー出版局　1993 年）．

26）	 前述のイシューと同様に日本語で言えば「問題」
となるのだが，両者を区別するために名称を変え
た．

27）	 本松宏章　2011　「小学校 5年生『産業学習』に
おけるメディア・リテラシー学習の提案」，吉田正

生（編）『社会科における「情報‐メディア学習」
のカリキュラム開発」（平成 22 年度文教協会研究
助成金研究成果報告書），p.43．

28）	 Chris Culshaw  2003  Media Matters (new edition), 

Collins, p.24.
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巻末資料

表１　第２小単元「デジタル革命」の再構成
ア
ク
タ
ー

（
活
動
・
行
為
）

対応行為者
公

（プロブレム）
共

（プロブレム）
商

（プロブレム）
私

（プロブレム）
イ
シ
ュ
ー

デ
ジ
タ
ル
技
術
開
発
者

（
技
術
開
発
） ○

政府→デジタル革命
に対応する法規設定

放送メディア→
ＴＶやラジオの
多チャンネル化
に適応

各家庭→個人視聴用
ＴＶ受像装置の購入

可能性

商
業
メ
デ
ィ
ア

（
番
組
政
策
方
針
の
変
更
＝
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
番
組
作
り
）

国民の個化・断
片化＝共通性
の喪失

国民
（ＢＢＣニュース視聴
率低下の可能性）

家族成員
（同時間帯・異チャン
ネル視聴の可能性）

（筆者作成）
※本文記述とかかわりのある小単元２を分析したこの表をトップに掲げた。
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表２　第１小単元「インターネットの発展と問題」の再構成　

ア
ク
タ
ー

（
活
動
・
行
為
）

対応アクター

公
（プロブレム）

共
（プロブレム）

商
（プロブレム）

私
（プロブレム）

イ
シ
ュ
ー

　

米
国
政
府

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
発
）

○
学校制度変革の
可能性

地理的限界を超えた
コミュニティ誕生の

可能性
活用

活用
（活用の個人差→情
報弱者の出現）

メ
デ
ィ
ア
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
発
信
者
）

　

秩
序
攪
乱
的
な

　

政
治
的
見
解
の
発
信

公
共
の
安
寧
の
攪
乱

国
家
機
密
の
漏
え
い

公
共
の
安
寧
の
攪
乱

有
害
サ
イ
ト
の
設
営

青
少
年
へ
の
悪
影
響

ハ
ッ
キ
ン
グ

秩
序
・
信
用
の
崩
壊

（筆者作成）

・ 

法
規
に
よ
る
規
制
；
監
視
機
能
の
強
化 

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
；
英
国
の
監
視
社
会
化
）

・
法
規
制
へ
の
志
向
（「
サ
イ
バ
ー
空
間
の
自
由
」
擁
護
論
者
と
の
衝
突
）

・ フィルタリング 
（すべての家庭で行われているわけ
ではない実態）
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表３　第３小単元「情報でつながる世界とそれを牛耳る者」の再構成　

ア
ク
タ
ー

（
活
動
・
行
為
）

相互行為者

公
（プロブレム）

共
（プロブレム）

商
（プロブレム）

私
（プロブレム）

イ
シ
ュ
ー

国
連
ア
ナ
ン
事
務
総
長

（
国
際
的
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
へ
の

取
り
組
み
へ
の
協
力
を
メ
デ
ィ
ア
企

業
の
ト
ッ
プ
に
要
請
）

○

独
立
メ
デ
ィ
ア
（
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
に
不
満
）

独
自
情
報
の
発
信

既
存
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
偏
向
性

誰
も
が
情
報
発
信
で
き
る
よ
う

フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

西
側
先
進
諸
国
の
メ
デ
ィ
ア
企
業（
衛
星
放
送
を
配
信
）

発
展
途
上
国
に

伝
統
的
な
文
化
や

　
　

生
活
様
式
の
破
壊

自
国
に

ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
シ
ョ
ン

（筆者作成）

法規による規制（報道の自由の消滅；
国民の知る権利の消滅）




